
●	�ファンドの名称は、「UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－マイスターズ・コレクション」です。
●	�米ドルにより表示され、表示通貨を「基準通貨」といいます。

●	�この交付目論見書により行う「UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－マイスターズ・コレクション（以下、
「ファンド」といいます。）」の受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により、有価
証券届出書を2026年4月30日に関東財務局長に提出しており、2026年5月1日にその届出の効力が生じて
おります。

●	�請求目論見書は、投資者の請求により日本における販売会社から交付されます（請求を行った場合には、その旨を
ご自身で記録しておくようにして下さい。）。

●	�ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか、為替変動による影響を
受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。

●	�ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。

管理会社 ファンドの資産の運用および管理業務を行う者
UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド

受託会社 ファンドの受託業務を行う者
エリアン・トラスティ（ケイマン）リミテッド

EDINET（金融庁の開示書類閲覧ホームページ）
で有価証券届出書等が開示されております
ので、詳細情報の内容はWEBサイト(https://
disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)でもご覧いた
だけます。

※この交付目論見書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。

UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ －

マイスターズ・コレクション
（資産成長型）／（毎月分配型）
ケイマン籍オープン・エンド契約型外国投資信託（米ドル建て）

投資信託説明書
（交付目論見書）

2026.05.01
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＜ファンドの関係法人＞
ファンド運営上の役割 会社名等

管理会社 UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド
ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻しを行います。

受託会社 エリアン・トラスティ（ケイマン）リミテッド
ファンドの受託業務を行います。

報酬代行会社 ユービーエス・エイ・ジー ロンドン支店
ファンドの報酬等支払代行業務を行います。

管理事務代行会社 エスエムティー・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド
ファンドの登録・名義書換代行業務および管理事務代行業務を行います。

保管会社 三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店
ファンドの資産の保管業務を行います。

投資運用会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
ファンドの資産運用業務および管理会社代行サービス業務を行います。

日本における販売会社 株式会社三井住友銀行
ファンドの受益証券の日本における販売業務・買戻しの取次業務を行います。

代行協会員 UBS証券株式会社
ファンドの代行協会員業務を行います。

＜管理会社の概要＞
ⅰ	設立準拠法
	 管理会社は、ケイマン諸島の会社法に基づいて、設立されました。
ⅱ	事業の目的
	 �管理会社の主たる目的は、投資信託等の管理業務を行うことです。管理会社は、ファンドの為に
受益証券の発行および買戻しを行う権限を有し、ファンド資産の管理・運用を行う責任を負います。

ⅲ	資本金の額
	 管理会社の資本金の額は、2026年2月末日現在、735,000米ドル（約11,452万円）です。
	  （注）�米ドルの円換算は、2026年2月27日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝

155.81円）によります。以下、別段の定めのない限り、米ドルの円貸表示はすべてこれによるものとします。
ⅳ	会社の沿革
	 2000年1月4日設立
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1

Meister’s Collection

■ ファンドの目的
実質的に主として、相対的な価値とリスクのチーム評価に基づき、資本構造全体にわたり企業が
発行する各種の証券※に投資を行うことで、高いインカム収益と魅力的なリスク調整後の収益の
提供を目指します。
※各種の証券とは社債、転換社債、普通株式、優先株式等を指します。

■ ファンドの特色
1	 �実質的に主として世界の企業が発行する各種の証券に投資します。

◦�投資運用会社は、世界の企業が発行する各種の証券に投資を行う投資対象ファンドの受益
証券に主に投資することで、かかる投資成果を享受することを目指します。
◦�ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
◦�投資対象ファンドの実質的な運用は、世界有数の資産運用会社であるNuveen, LLCの傘下
にあり、独自のユニークなボトムアップ・アプローチによる銘柄選択に強みを持つヌビーン・
アセット・マネジメントLLCが行います。

2	 � （資産成長型）と（毎月分配型）からお選びいただけます。
◦� （毎月分配型）では、毎月12日（取引日でない場合、翌取引日）の分配宣言日に分配を決定
します。分配金は、原則として日本における販売会社へのファンドからの入金から起算して
4国内営業日目（毎月21日頃）に支払われます。
分配方針

（資産成長型）
原則として分配は行わない予定です。

（毎月分配型）
原則として、インカム等収益および売買益等から、管理会社が1口当たり純資産価格の水準等を
勘案して分配金額を決定します。但し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことが
あります。また、投資元本の一部から収益の分配を行う場合があります。将来の分配金の支払い
およびその金額について示唆、保証するものではありません。

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの目的・特色
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Meister’s Collection

● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が
支払われると、その金額相当分、1口当たりの純資産価格は下がります。

● 投資者のファンドの受益証券の購入価格によっては、以下のとおり、分配金の一部ないし
すべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンドご購入後の
運用状況により、分配金額より1口当たり純資産価格の値上がりが小さかった場合も
同様です。この場合、当該元本の一部払戻しに相当する部分も分配金として分配課税の
対象となります。

● 分配金は、分配期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、当該
分配期間に係る分配権利落日における1口当たり純資産価格は、前回の分配期間に係る
分配権利落日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも分配
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。分配期間は、分配宣言日の
翌日から次回の分配宣言日までの期間をいいます。

分配期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

※ 分配金は、ファンドの分配方針に基づき支払われます。分配方針については、本書の「分配方針」をご参照下さい。
※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や1口当たり純資産価格を示唆するものではありませんのでご留意下さい。

（注）分配金に対する課税については、本書の「ファンドの費用・税金」の「税金」をご参照ください。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

前回の分配期間に係る分配権利落日から1口当たり純資産価格が上昇した場合 前回の分配期間に係る分配権利落日から1口当たり純資産価格が下落した場合

分配金

分配金
支払い後の
1口当たり
純資産価格

投資者の
購入価格

00

（注）当該分配期間に生じた収益以外から0.50米ドルを取り崩す

105.00米ドル

105.50米ドル
当該分配期間における
収益0.50米ドル

0.50米ドル 104.50米ドル

分配金1.0米ドル

前回の分配期間に係る
分配権利落日の翌日

当該分配期間に係る
分配権利落日（分配前）

当該分配期間に係る
分配権利落日（分配後）

（注）当該分配期間に生じた収益以外から0.80米ドルを取り崩す

105.00米ドル

104.00米ドル

103.00米ドル

当該分配期間における
収益0.20米ドル

0.80米ドル
分配金1.0米ドル

前回の分配期間に係る
分配権利落日の翌日

当該分配期間に係る
分配権利落日（分配前）

当該分配期間に係る
分配権利落日（分配後）

＊購入価格を上回る部分（分
配金Ⓐ）に加え、下回る部
分（分配金Ⓑ）も分配金と
して課税対象となります。

Ⓐ＊

Ⓑ＊ Ⓑ＊

投資者の
購入価格

分配金

分配金
支払い後の
1口当たり
純資産価格

投資信託の純資産

分配金
投資信託で分配金が
支払われるイメージ

分配金に関する留意事項
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Meister’s Collection

■ ファンドのしくみ
◦�ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

※ �「グローバル・マルチ・ストラテジー – ヌビーン・NWQ・フレキシブル・インカム・ファンド（米ドル―配当クラス）」の
組入比率を原則として高位に保ちます。したがって、ファンドの実質的な主要投資対象は、世界の企業が発行する各種の
証券（社債、転換社債、普通株式、優先株式等）となります。

＜主な投資制限＞
◦�日本証券業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
日本証券業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
◦�借入れは、原則として、借入金の残高の総額がファンドの純資産総額の10%を超えない場合に
限り、行うことができます。

■ 投資対象とする外国投資信託の運用会社について

00

ファンド

申込金
（米ドル） 投資

損益

投資

損益分配金
買戻金
償還金
（米ドル）

投
資
者

投資対象とする投資信託 投資対象資産

UBSユニバーサル・
トラスト（ケイマン）Ⅲ －

マイスターズ・コレクション
（資産成長型）
（毎月分配型）

グローバル・マルチ・ストラテジー －

ヌビーン・NWQ・
フレキシブル・インカム・

ファンド
（米ドル－配当クラス）
ケイマン籍外国投資信託

(米ドル建て)

<投資顧問会社＞
 ヌビーン・アセット・
マネジメントLLC

＜管理会社＞
UBSマネジメント

（ケイマン）リミテッド

＜投資運用会社＞
三井住友DSアセッ卜
マネジメント株式会社

世界の企業が発行
する各種の証券
社債、転換社債、
普通株式、
優先株式等（ ）

〈Nuveen, LLC ： 広範な資産クラスへの投資体制を整備〉
グローバル株式・債券などで幅広く戦略を提供
している運用会社に加えて、不動産、クレジット、
リアルアセット、コモディティなどの各分野に特化
した運用戦略を提供している運用会社を傘下に
持ちます。

Nuveen, LLCは、さまざまな分野でそれぞれ
強みのある運用会社を傘下に持っており、ヌ
ビーン・アセット・マネジメントLLCはその中で
も企業分析に強みをもった運用会社です。

（注１）データは2025年12月末現在。
（注２）運用資産残高は同時点の為替レート（１米ドル＝156.83円）で換算。
（出所）�ヌビーン・アセット・マネジメントLLC、Nuveen, LLCのデータを基に投資

運用会社作成

● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が
支払われると、その金額相当分、1口当たりの純資産価格は下がります。

● 投資者のファンドの受益証券の購入価格によっては、以下のとおり、分配金の一部ないし
すべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンドご購入後の
運用状況により、分配金額より1口当たり純資産価格の値上がりが小さかった場合も
同様です。この場合、当該元本の一部払戻しに相当する部分も分配金として分配課税の
対象となります。

● 分配金は、分配期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、当該
分配期間に係る分配権利落日における1口当たり純資産価格は、前回の分配期間に係る
分配権利落日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも分配
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。分配期間は、分配宣言日の
翌日から次回の分配宣言日までの期間をいいます。

分配期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

※ 分配金は、ファンドの分配方針に基づき支払われます。分配方針については、本書の「分配方針」をご参照下さい。
※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や1口当たり純資産価格を示唆するものではありませんのでご留意下さい。

（注）分配金に対する課税については、本書の「ファンドの費用・税金」の「税金」をご参照ください。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

前回の分配期間に係る分配権利落日から1口当たり純資産価格が上昇した場合 前回の分配期間に係る分配権利落日から1口当たり純資産価格が下落した場合

分配金

分配金
支払い後の
1口当たり
純資産価格

投資者の
購入価格
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（注）当該分配期間に生じた収益以外から0.50米ドルを取り崩す

105.00米ドル

105.50米ドル
当該分配期間における
収益0.50米ドル

0.50米ドル 104.50米ドル

分配金1.0米ドル

前回の分配期間に係る
分配権利落日の翌日

当該分配期間に係る
分配権利落日（分配前）

当該分配期間に係る
分配権利落日（分配後）

（注）当該分配期間に生じた収益以外から0.80米ドルを取り崩す

105.00米ドル

104.00米ドル

103.00米ドル

当該分配期間における
収益0.20米ドル
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前回の分配期間に係る
分配権利落日の翌日

当該分配期間に係る
分配権利落日（分配前）

当該分配期間に係る
分配権利落日（分配後）

＊購入価格を上回る部分（分
配金Ⓐ）に加え、下回る部
分（分配金Ⓑ）も分配金と
して課税対象となります。

Ⓐ＊

Ⓑ＊ Ⓑ＊

投資者の
購入価格

分配金

分配金
支払い後の
1口当たり
純資産価格

投資信託の純資産

分配金
投資信託で分配金が
支払われるイメージ

設立
1989年

従業員数
401名（うち385名が運用担当）

運用資産残高
約3,133億米ドル（約49.1兆円）

平均業界経験年数
約21年

＜ヌビーン・アセット・マネジメントLLCの概要＞
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■ 1口当たり純資産価格の変動要因
●	�ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、1口当たり純資産価格は変動します。
したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に
生じた利益および損失は、全て投資者に帰属します。

●	�投資信託は預貯金とは異なります。

※�1口当たり純資産価格の変動要因は、下記に限定されるものではありません。これらの詳細につきましては、投資信託
説明書（請求目論見書）の該当箇所をご参照ください。

＜主な変動要因＞
価格変動リスク（株式市場リスク）
株式の価格の下落は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの1口当たり純資産
価格が下落する要因となります。また、実質的にファンドが投資する個々の株式の価格はその発行
企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの1口
当たり純資産価格が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、
当該企業の株式の価値が大きく下落し、1口当たり純資産価格が大きく下落する要因となります。

価格変動リスク（債券市場リスク）
債券の価格の下落は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファンドの1口
当たり純資産価格が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、下記
「信用リスク」を負うことにもなります。

価格変動リスク（信用リスク）
債務不履行の発生等は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該
有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。
これらはファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となります。
なお、後述の「投資する各種の証券の固有の留意点」もご参照ください。

為替変動リスク
ファンドは、米ドル建て資産に投資するため、米ドル貨から投資する場合には、為替変動のリスクは
ありません。ただし、円貨にて米ドル建て資産を評価する場合には、為替変動の影響を直接受けます。
したがって、円高局面では、円貨で評価した資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、
円貨で評価したファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。

カントリーリスク
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等
に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押え
などを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれが
あります。

投資リスク
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流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、
当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性
に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な
条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったり
する可能性があります。その結果、ファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。

投資する各種の証券の固有の留意点
＜転換社債＞
転換社債は、株式と債券の二つの特徴をあわせ持ち、所有者が株式に転換すると株価の上昇による
利益を得ることが期待できます。転換社債の市場価値は、金利の上昇に伴って下落する傾向があり、
発行会社の普通株式の市場価格の下落によりマイナスの影響を受ける傾向もあります。また、
発行体が、財務状況または市況の変化を受けて、配当金または利息および元本を期日に支払う義務を
履行できないリスクがあります。
＜優先株式＞
優先株式は、普通株式に比べて剰余金の配当を優先的に受ける、もしくは残余財産の分配を優先的
に受ける、またはその両方について優先的に受けるという権利を持つ株式です。会社の資本構成に
おける債券およびその他の負債証券に劣後するため、それらの負債証券よりも大きな信用リスクを
負います。

■ その他の留意点
●	�ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、基準通貨建てにより表示されるため、円貨から投資
した場合、円貨換算した1口当たり純資産価格は、円貨と当該基準通貨の間の外国為替レートの
変動の影響を受けます。

●	�ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。

■ リスクの管理体制
管理会社では、運用リスクの状況について、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に
沿ったものであることをチェックします。
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■ 参考情報
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
右のグラフは過去5年間における年間騰落率（各月末における直近1年間の騰落率）の平均・最大・
最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。
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課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格（左軸）
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ファンドの年間騰落率および
分配金再投資1口当たり純資産価格の推移

※�年間騰落率は、基準通貨である米ドル建てで計算されて
います。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる
騰落率となります。
※�資産成長型は、分配を行う予定がなく、分配金の支払
実績はないため、分配金再投資１口当たり純資産価格は
受益証券の１口当たり純資産価格と等しくなります。

※�上記グラフは、上記期間の各月末における直近１年間の
騰落率の平均値・最大値・最小値を表示したものであり、
ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できる
ように作成しています。全ての資産クラスがファンドの
投資対象とは限りません。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの
騰落率の比較

＜各資産クラスの指数について＞
日 本 株 ・・・ 東証株価指数（TOPIX）（配当込）
先進国株 ・・・ MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込）（米ドルベース）
新興国株 ・・・ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込）（米ドルベース）
日本国債 ・・・ FTSE日本国債インデックス（米ドルベース）
先進国債 ・・・ FTSE世界先進国債インデックス（米ドルベース）
新興国債 ・・・ FTSE新興国市場国債インデックス（米ドルベース）
※日本株の指数は、各月末時点の為替レートにより米ドル換算しております。
※�上記指数は、FactSet Research Systems Inc.（FactSet Research Systems Inc.は、東証株価指数（TOPIX）（配当込）
を株式会社JPX総研から、MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込）（米ドルベース）をMSCI INC.から、MSCIエマー
ジング・マーケット・インデックス（配当込）（米ドルベース）をMSCI INC.から、FTSE日本国債インデックス（米ドル
ベース）をFTSE Russellから、FTSE世界先進国債インデックス（米ドルベース）をFTSE Russellから、FTSE新興国
市場国債インデックス（米ドルベース）をFTSE Russellから、それぞれ取得しているとのことです。なお、各指数に係る
著作権、知的財産等の一切の権利は当該指数開発者等に帰属しております。）より取得しています。当ファンドおよび
UBSは、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、
その騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害および
一切の問題について、何らの責任も負いません。

資産成長型
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ファンドの年間騰落率および
分配金再投資1口当たり純資産価格の推移

※�年間騰落率は、基準通貨である米ドル建てで計算されて
います。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる
騰落率となります。
※�分配金再投資１口当たり純資産価格および年間騰落率
（各月末における直近1年間の騰落率）は、分配金（課税前）
を再投資したものとして計算した理論上のものであり、
実際の１口当たり純資産価格および実際の１口当たり
純資産価格に基づいて計算した騰落率とは異なる場合が
あります。

※�上記グラフは、上記期間の各月末における直近１年間の
騰落率の平均値・最大値・最小値を表示したものであり、
ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できる
ように作成しています。全ての資産クラスがファンドの
投資対象とは限りません。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの
騰落率の比較

＜各資産クラスの指数について＞
日 本 株 ・・・ 東証株価指数（TOPIX）（配当込）
先進国株 ・・・ MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込）（米ドルベース）
新興国株 ・・・ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込）（米ドルベース）
日本国債 ・・・ FTSE日本国債インデックス（米ドルベース）
先進国債 ・・・ FTSE世界先進国債インデックス（米ドルベース）
新興国債 ・・・ FTSE新興国市場国債インデックス（米ドルベース）
※日本株の指数は、各月末時点の為替レートにより米ドル換算しております。
※�上記指数は、FactSet Research Systems Inc.（FactSet Research Systems Inc.は、東証株価指数（TOPIX）（配当込）
を株式会社JPX総研から、MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込）（米ドルベース）をMSCI INC.から、MSCIエマー
ジング・マーケット・インデックス（配当込）（米ドルベース）をMSCI INC.から、FTSE日本国債インデックス（米ドル
ベース）をFTSE Russellから、FTSE世界先進国債インデックス（米ドルベース）をFTSE Russellから、FTSE新興国
市場国債インデックス（米ドルベース）をFTSE Russellから、それぞれ取得しているとのことです。なお、各指数に係る
著作権、知的財産等の一切の権利は当該指数開発者等に帰属しております。）より取得しています。当ファンドおよび
UBSは、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、
その騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害および
一切の問題について、何らの責任も負いません。

毎月分配型
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■ 基準価額および純資産の推移
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毎月分配型

■ 分配の推移（毎月分配型）（税引前）
毎月分配型
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（米ドル） （百万米ドル）設定日（2018年9月28日）～2026年2月28日
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資産成長型

※�資産成長型は、分配を行う予定がなく、分配金の支払実績はないため、分配金再投資基準価額は受益証券の1口当たり純資産価格と等しく
なります。

運用実績

1口当たりの分配額
米ドル 円

第１会計年度（2018年９月28日～2019年10月末日） 3.00 467
第２会計年度（2019年11月１日～2020年10月末日） 3.00 467
第３会計年度（2020年11月１日～2021年10月末日） 3.00 467
第４会計年度（2021年11月１日～2022年10月末日） 3.00 467
第５会計年度（2022年11月１日～2023年10月末日） 3.00 467
第６会計年度（2023年11月１日～2024年10月末日） 3.00 467
第７会計年度（2024年11月１日～2025年10月末日） 3.00 467

2025年11月12日 0.25 39
2025年12月12日 0.25 39
2026年１月13日 0.25 39
2026年２月12日 0.25 39

直近１年間累計（2025年３月１日～2026年２月末日） 3.00 467
設立時からの総額（2018年９月28日～2026年２月末日） 22.00 3,428

（注）�円貨への換算は、対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、小数点以下を四捨五入してあります。したがって、合計の数字が
一致しない場合があります。
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■ 主要な資産の状況

■ 収益率の推移
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2022年12月末日（ ）

2023年
2023年１月１日～
2023年12月末日 （ ）

2025年
2025年１月１日～
2025年12月末日（ ）

2026年
2026年１月１日～
2026年２月末日（ ）

2024年
2024年１月１日～
2024年12月末日

毎月分配型

（2026年２月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）

投資信託受益証券 ケイマン諸島 279,107,991 98.1

現預金・その他の資産（負債控除後） 5,390,539 1.9

合計
（純資産総額）

284,498,530
 （約44,328百万円） 100.0

（2026年２月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）

投資信託受益証券 ケイマン諸島 168,558,910 98.1

現預金・その他の資産（負債控除後） 3,255,455 1.9

合計
（純資産総額）

171,814,365
 （約26,770百万円） 100.0

毎月分配型

資産成長型

20%

10%
15%

5%
0%
－5%

－20%
－15%
－10%

15.22

2.97

－5.73

3.29 2.78

8.98
3.87

7.40

－14.03

（ ）
2021年

2021年１月１日～
2021年12月末日（ ）

2020年
2020年１月１日～
2020年12月末日（ ）

2019年
2019年１月１日～
2019年12月末日 （ ）

2022年
2022年１月１日～
2022年12月末日（ ）

2023年
2023年１月１日～
2023年12月末日 （ ）

2025年
2025年１月１日～
2025年12月末日（ ）

2026年
2026年１月１日～
2026年２月末日（ ）

2024年
2024年１月１日～
2024年12月末日（ ）

2018年
2018年９月28日～
2018年12月末日

資産成長型

（注）�収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）÷ｂ	 	
ａ ＝ 暦年末（2026年については2月末日）の１口当たりの純資産価格＋当該期間の分配金の合計額	 	
ｂ ＝ �当期直前の期間の最終日の１口当たりの純資産価格	 	
2018年の場合、受益証券１口当たり当初発行価格
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手続き・手数料等

■ お申込みメモ
購入単位 1口以上1口単位

購入価額 各取引日※に適用される受益証券1口当たり純資産価格
※ �「取引日」とは2018年10月1日およびそれ以降の各ファンド営業日および／またはファンドについて管理会社が
随時決定するその他の日をいいます。

購入代金 国内約定日※から起算して4国内営業日目までに申込金額を支払うものとします。
※ �「国内約定日」とは、購入または換金（買戻し）の注文の成立を日本における販売会社が確認した日（通常、取引日の
翌国内営業日）をいいます。

（注）�円貨での申込みも可能です。この場合における円貨と外貨の換算は、日本における販売会社が決定する為替
レートによります。「換金（買戻し）代金」についても同じです。

申込締切時間 各取引日の午後3時（日本時間）までとします。

購入の申込期間 2026年5月1日（金）から2027年4月30日（金）まで。
（期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）

換金（買戻し）単位 1口以上1口単位

換金（買戻し）価額 買戻日※に適用される受益証券1口当たり純資産価格
※ �「買戻日」とは、ファンド障害事由が発生していない各取引日および／またはファンドについて管理会社が随時決定する
その他の日をいいます。「ファンド障害事由」とは、管理会社の単独の裁量により、ファンドについて価格を算定する
ための流動性または実効性に悪影響を与える事由の発生をいいます。

換金（買戻し）代金 原則として、国内約定日から起算して6国内営業日目以降、日本における販売会社を通じて
支払われます。

換金（買戻し）の
申込締切時間 各取引日の午後3時（日本時間）までとします。

換金（買戻し）制限 受益者の利益を保護するため、その他やむを得ない事態が発生した場合、管理会社は受託
会社と協議の上で、管理会社は買戻日に買戻されることができるファンドの受益証券の口数
および方法を限定することができます。

購入・換金（買戻し）
申込受付の中止
および取消し

受託会社は、ファンド障害事由が発生した場合、または、管理会社と協議の上、以下の期間等の間、
受益証券の発行（申込み）および買戻しを停止できます。
①	�投資対象ファンドが、投資対象ファンドの受益証券の発行もしくは買戻しの停止を宣言
するか、または投資対象ファンドの純資産価格の計算の停止が宣言された場合

②	�ファンドの純資産総額等が、合理的にまたは公正に算出できない場合
③	�受託会社、管理会社または投資運用会社の事業運営が、テロまたは天災等に起因して、
相当に妨げられまたは閉鎖される期間

④	�受託会社および／または投資運用会社にファンドの投資資産の大部分を清算させるまたは
ファンドの終了を準備させる事由が発生した場合

ファンド営業日 ニューヨーク証券取引所、東京証券取引所およびニューヨーク、東京、ロンドン、ダブリンの
銀行の営業日（毎年12月24日を除きます。）ならびに／またはファンドに関して管理会社が
随時決定するその他の日およびその他の場所におけるその他の日

設定日 2018年9月28日

信託期間 2163年12月1日まで
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繰上償還
（ファンドの終了）

以下の事由のいずれかが発生した場合、ファンドは終了することがあります。
1.	�ファンドの継続もしくはファンドの他の法域への移動が違法となった、または受託会社
もしくは管理会社の意見において、実行不可能、不適当もしくはファンドの受益者の利益に
反する場合

2.	�ファンド受益者がファンド決議で終了を決定した場合
3.	�基本信託証書の締結日に開始し当該日付の150年後に終了する期間が終了した場合
4.	�受託会社が退任の意向を書面で通知した、または受託会社が強制的もしくは自主的に
清算することになった際に、管理会社がかかる通知もしくは清算後90暦日以内に受託
会社の後任を任命できないもしくは受託会社の後任として就任する準備のできている
他の企業の任命を確保できない場合

5.	�管理会社が退任の意向を書面で通知した、または管理会社が強制的もしくは自主的に
清算することになった際に、受託会社がかかる通知もしくは清算の開始後90暦日以内に
管理会社の後任を任命できないもしくは管理会社の後任として就任する準備のできて
いる他の企業の任命を確保できない場合

6.	�ファンドに関係する補足信託証書または附属書類で予期される日付が到来したまたは
状況が生じた場合

また、以下の強制買戻事由が発生した場合、各受益証券は、強制的に買い戻されます。
ⅰ	�いずれかの評価日※の純資産総額が、3,000,000米ドルもしくはそれ以下であり、その
評価日またはそれ以後に管理会社が全ての受益証券は全ての受益者に通知を行うことで
強制的に買戻しを行うべきと決定した場合
※ �「評価日」とは、各ファンド営業日および／またはファンドについて管理会社が随時決定するその他の日をいい
ます。

ⅱ	�受託会社および管理会社が、全ての受益証券は強制的に買戻しを行うべきと同意した場合

計算期間末 毎年10月31日

収益分配 ⑴ （資産成長型）：
原則として分配は行わない予定です。
⑵ （毎月分配型）：
年12回（毎月12日。取引日ではない場合は翌取引日）の分配宣言日に分配方針に従い、分配を
決定します。ただし、管理会社の裁量で収益の分配を行わない場合があります。

募集金額 ⑴ （資産成長型）：上限20億米ドル　　⑵ （毎月分配型）：上限20億米ドル

純資産総額の上限 ⑴ （資産成長型）：上限20億米ドル　　⑵ （毎月分配型）：上限20億米ドル
管理会社が受託会社と協議の上、その裁量により上記の金額に達していない状況でも募集の
停止を行う場合があります。

運用報告書 管理会社は、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投資信託及び投資法人に関する法律に
従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書（全体版）を作成し、金融庁長官に
提出しなければなりません。
交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付されます。

課税関係 ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。
ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。

その他 受益証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を
締結します。このため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款を
投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を
提出します。

※これらの詳細につきましては、投資信託説明書（請求目論見書）の該当箇所をご参照下さい。
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■ ファンドの費用
● 投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 購入価額に対して1.10％（税抜1.00%）の率を乗じて得た額を上限として日本における販売

会社が個別に定める額とします。
購入時手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の
対価として、投資者が購入時に日本における販売会社に対して支払います。詳しくは、日本に
おける販売会社にお問い合わせ下さい。

換金（買戻し）手数料 ありません。

● 投資者が信託財産で間接的に負担する費用
実質的な費用 投資対象とする投資信託証券で発生する費用を含めた、ファンドの資産から支払われる実質

的な費用は最大年率1.675%程度となります。
（注）管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあります。

管理報酬等 ファンドの資産から支払われる管理報酬等の総報酬は、次の通りです。
純資産総額の最大年率1.125%程度
（注）管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることがあります。

内
訳

手数料 支払先 対価とする役務の内容 報酬料（年率は純資産
総額に対する割合）

報酬代行会社
報酬

報酬代行会社 管理会社報酬等の支払い代行
業務

年率0.12%※1

管理会社報酬 管理会社 ファンドの資産の運用・管理、
受益証券の発行・買戻し業務

年間5,000米ドル

受託会社報酬 受託会社 ファンドの受託業務 年間10,000米ドル
投資運用会社
報酬

投資運用会社 ファンドに関する資産運用業務
および管理会社代行サービス
業務

年率0.20%

代行協会員
報酬

代行協会員 ファンド証券の（1口当たりの）
純資産価格の公表業務、目論見
書、決算報告書等の日本におけ
る販売会社への交付業務等

年率0.01%

保管会社報酬 保管会社 ファンドの資産の保管業務 年率0.025%
管理事務代行
報酬

管理事務代行
会社

ファンドの登録・名義書換代行
業務、管理事務代行業務

年率0.07%（上限）※2

販売報酬 日本における
販売会社

受益証券の販売・買戻し業務、
運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンド管理

年率0.70%

※1	�管理会社報酬は年間5,000米ドル、受託会社報酬は年間10,000米ドルであり、年率0.12%の報酬代行会社報酬
から支弁されます。

※2	�管理事務代行報酬は、ファンドの純資産価格の①5億米ドル以下に対して年率0.07％、②5億米ドル超10億米ドル
以下に対して年率0.06%、③10億米ドル超に対して年率0.05%となります。また、管理事務代行報酬は最低月間
3,750米ドルです。

投資対象とする
投資信託証券 投資対象とする投資信託証券に対して、年率0.55%程度の費用がかかります。

その他の費用・
手数料

上記の報酬のほか、設立費用、監査報酬、目論見書の印刷費用、信託財産の処理に関する費用、
設定後の法務関連費用、信託財産にかかる租税等がファンドの信託財産から支弁されます。
「その他の費用」につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
等を示すことができません。

※	�手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。これらの詳細につきましては、投資信託説明書
（請求目論見書）の該当箇所をご参照ください。

ファンドの費用・税金
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■ 税金
＜個人投資者の税制＞
◦�日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、20.315％（所得税15.315％、
住民税５％）の税率による源泉徴収が日本国内で行われます（2038年1月1日以後は20％(所得税
15％、住民税５％)の税率となります。）。
◦�受益証券の換金（買戻し）または償還に基づく差益は、個人受益者について、換金（買戻し）時または
償還時に、譲渡所得として課税され、譲渡益に対して20.315%（所得税15.315％、住民税5％）が
課せられます（2038年1月1日以後は20％ (所得税15％、住民税５％)の税率となります。）。

＜法人投資者の税制＞
◦�日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金（表示通貨ベースの償還金額と元本相当額
との差益を含みます。）については、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で
行われます（2038年1月1日以後は所得税のみ15％の税率となります。）。

上記は、2026年2月末日現在のものです。
2026年4月1日以降は、下記のとおりの取扱いとなります。

＜個人投資者の税制＞
◦�日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、20.315％（所得税15.315％、
住民税５％）の税率による源泉徴収が日本国内で行われます（2048年1月1日以後は20.15％
(所得税15.15％、住民税５％)の税率となります。）。
◦�受益証券の換金（買戻し）または償還に基づく差益は、個人受益者について、換金（買戻し）時または
償還時に、譲渡所得として課税され、譲渡益に対して20.315%（所得税15.315％、住民税5％）が
課せられます（2048年1月1日以後は20.15％ (所得税15.15％、住民税５％)の税率となります。）。

＜法人投資者の税制＞
◦�日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金（表示通貨ベースの償還金額と元本相当額
との差益を含みます。）については、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で
行われます（2048年1月1日以後は所得税のみ15.15％の税率となります。）。

税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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Memo

■投資信託の購入時手数料は、保有期間が長期に及ぶほど、1 年あたりのご負担率は

しだいに減っていきます。

例例ええばば、、購購入入時時手手数数料料がが 33％％（（税税抜抜））のの場場合合  

【保有期間】 【１年あたりのご負担率（税抜）】 
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※投資信託によっては、購入時手数料を頂戴せず、ご解約時に保有期間に応じた解約手数料を

お支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど１年あたりの

ご負担率はしだいに減っていきます。

※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。

実際の手数料率や残存期間等の詳細は目論見書又は販売用資料（リーフレット）等でご確認

ください。

投資信託をご購入いただいた場合には、上記の購入時手数料のほか、信託報酬等をご負担

いただきます。

また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。

目論見書補完書面（投資信託） 

投資信託をご購入の際は、以下と目論見書の内容をよくお読みください。 

■当ファンドのお取引に関し、以下の事項があることにより、当行とお客さまとの利益が相反

するおそれがあります。

・当行は、当ファンドを販売することにより、目論見書に記載の販売会社が配分を受ける

信託報酬を受領いたします。

購入時手数料に関するご説明 

このページの下記情報は、株式会社三井住友銀行からのお知らせです。 
（このページの以下の記載は目論見書としての情報ではございません） 

利益相反の可能性の情報提供に関するご説明 
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一定の投資性金融商品の販売に係る

重要情報シート（個別商品編） 2026年5月

1 商品の内容 当行は、組成会社等の商品を販売会社として、お客さまに商品の勧誘を行っています

金融商品の名称・種類

組成会社（運用会社） UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド

販売会社 株式会社　三井住友銀行

マイスターズ・コレクション（資産成長型）

マイスターズ・コレクション（毎月分配型）

クーリング・オフの有無 金融商品取引法第37条6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

金融商品の目的・機能
この商品は、実質的に主として、相対的な価値とリスクのチーム評価に基づき、資本構造全体に
わたり企業が発行する各種の証券（社債、転換社債、普通株式、優先株式等）に投資を行うこと
で、高いインカム収益と魅力的なリスク調整後の収益の提供を目指します。

商品組成に携わる事業者が
想定する購入層

■マイスターズ・コレクション（資産成長型）
この商品は、主要投資対象や運用内容について十分な知識や投資経験を有する、あるいは説明を
受け商品内容を理解していただける、中長期での資産形成を目的とする投資家のご投資を想定し
ております。この商品は、元本割れリスクを許容する投資家向けです。

■マイスターズ・コレクション（毎月分配型）
この商品は、主要投資対象や運用内容について十分な知識や投資経験を有する、あるいは説明を
受け商品内容を理解していただける、中長期での資産形成を目的とし定期的な分配を選好する投
資家のご投資を想定しております。この商品は、元本割れリスクを許容する投資家向けです。

パッケージ化の有無
この商品は、複数のファンドを組み入れるファンド・オブ・ファンズ(FOFs)です。
投資先のファンドはFOFs専用の商品となっていますので、個別に購入することはできません。

毎月分配を目指す投資信託
をご検討のお客さまへの
ご留意事項

・外国投資信託の分配金は、支払われるたびに税金が発生します。
・分配金が支払われるたびに運用資産が減少します。また、一般的に毎月分配を目指す投資信託
　は、分配金の支払い頻度が少ない投資信託と比べて、複利効果が小さくなり、運用が非効率
　となります。
・中長期的な資産形成を希望される場合や、分配金で資産を取り崩すニーズがない場合は、分
　配金の支払い頻度がより少ない投資信託を選択することで、複利効果を伴う中長期的な資産
　形成がより期待できます。
・分配金の支払い有無や金額は保証されておらず、将来大きく変更される可能性があります。

• この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフ
プラン、投資目的に照らして、ふさわしいと考
える理由について説明してください。

• この商品を購入した場合、どのようなアフター
フォローサービスを受けることができますか。

• この商品が複数の商品を組み合わせたもので
ある場合、個々の商品購入と比べて、どのよう
なメリット・デメリットがありますか。次のようなご質問があれば、

お問い合わせください

裏面も必ずご確認ください

投資信託



2 リスクと運用実績 本商品は、元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります

損失が生じる
リスクの内容

この商品は、値動きのある有価証券等を実質的な投資対象としますので、株式の価格
の下落や、投資している有価証券や金融商品の債務不履行の発生または懸念などの影
響により、ファンドの1口当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。
また、資産成長型クラスおよび毎月分配型クラスは米ドル建てのため、当該通貨建て
では投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資
元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。
主なリスクは以下のとおりです。（以下に限定するものではありません。）
価格変動リスク（株式市場リスク）／価格変動リスク（債券市場リスク）／価格変動
リスク（信用リスク）／為替変動リスク／カントリーリスク／流動性リスク

継続的に支払う費用（信託報酬など）

日々の純資産総額に対し最大年率1.675％程度

その他の費用・手数料等がファンドから支払われますが、事前に料率・上限等を表
示できません。

3 費用 本商品の購入または保有には、費用が発生します

販売手数料など
お申込価額に、お申込口数、手数料率を乗じて得た額です。
一律1.10％（税抜1.00％）
※別に定める場合はこの限りではありません。

〈参考〉
過去1年間の収益率＊1

マイスターズ・コレクション（資産成長型） +10.7%

マイスターズ・コレクション（毎月分配型） +10.7%

〈参考〉
過去5年間の収益率＊2

マイスターズ・コレクション（資産成長型）
平均2.3%
最低 -16.2%（2022年9月）
最高 16.3%（2021年3月）

マイスターズ・コレクション（毎月分配型）
平均2.3%
最低 -16.2%（2022年9月）
最高 16.3%（2021年3月）

運用成果に応じた費用（成功報酬など） ありません。

信託財産留保額など ありません。

2026年2月末現在＊1
＊2 2021年3月～2026年2月の各月末における直近1年間

の数字

※ 損失リスクの内容の詳細は、契約締結前交付書面【交付目
論見書】の「投資リスク」、運用実績は「運用実績」箇所
に記載しています。

• この商品のリスクについて、私が理解できるように説明し
てください。

• この商品に類似する商品はありますか。
あれば、その商品について説明してください。

2枚目も必ずご確認ください

以下のようなご質問があれば、お問い合わせください

※ 上記以外に生ずる費用を含めて、詳細は契約締結前交付
書面【交付目論見書】の「手続・手数料等」箇所に記載
しています。

以下のようなご質問があれば、お問い合わせください

• 私がこの商品に〇〇（通貨単位）を投資したら、手数料が
いくらになるか説明してください。



4 換金・解約の条件 本商品を換金・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります

■ この商品の償還期限は2163年12月1日です。ただし、期
限更新や繰上償還（ファンドの終了）の場合があります。

■ この商品は解約手数料はありません。

5 当行の利益とお客さまの利益が反する可能性
■ 当行がお客さまへこの商品を販売した場合、当行は、お客

さまが支払う費用（管理報酬等）のうち、組成会社から年
率0.70％の販売報酬をいただきます。
これは受益証券の販売・買戻し業務、運用報告書等各種書
類の送付、口座内でのファンド管理等の対価です。

■ 本商品は、SMBCグループのグループ運⽤会社である三井
住友DSアセットマネジメント株式会社が運⽤する商品で
す。

6 租税の概要 NISA（成長投資枠）、NISA（つみたて投資枠）、iDeCoの対象か否かもご確認ください

成長投資枠

時期 分配時 換金・解約、償還時
項目 所得税および住民税 所得税および住民税

NISA＊

iDeCo
つみたて投資枠

×

（上記は、2026年5月1日現在のものです。）

税金
配当所得として課税

分配金に対して20.315%

譲渡所得として課税
換金（解約）時および償還時の

差益（譲渡益）に対して20.315％
× ×

※ 利益相反の内容とその対応方針については、
当行ホームページ「SMBC 利益相反管理方針
の概要」をご参照ください。
https://www.smbc.co.jp/riekisouhan/

• 私の利益より銀行の利益を優先する可能性がある場合、あな
たの会社では、どのような対策をとっていますか。

 税金は右の表に記載の時期に適用されます。
個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税
方法等により異なる場合があります。

 当行の営業員に対する業績評価上、この商品の販売が他の
商品の販売より高く評価されるような場合はありません。

※ 詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続・手数
料等」箇所に記載しています。

• この商品を解約するときに、具体的にどのような制限や不利
益があるのかについて説明してください。 大口の換金、取引所等における取引停止等の場合には、換

金ができないことがあります。

以下のようなご質問があれば、お問い合わせください

以下のようなご質問があれば、お問い合わせください

投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となって
いる「目論見書補完書面」を必ずご覧ください

＊ 2024年1月1日以降、一定の額を上限として、
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得
が無期限で非課税となります。税法上の要件を
満たした公募株式投資信託等を購入した場合に
限り、非課税の適用を受けることができます。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合
があります。

※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金
の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めし
ます。

※法人の場合は上記とは異なります。
※詳細は契約締結前交付書面【交付目論見書】の「手続・手数料等」箇所に

記載しています。


